
　

少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口
減
少
や
社
会
環
境
の
変
化
な
ど
を
背
景
に
、
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る「
空
き
家
」。
誰

も
住
ん
で
お
ら
ず
、
適
切
な
管
理
が
さ
れ
て
い
な
い
空
き
家
は
、
防
災
や
防
犯
だ
け
で
な
く
、
景
観
の
保
全
な
ど

の
面
か
ら
も
、
村
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

村
で
は「
東
海
村
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」を
制
定
し
、
空
き
家
へ
の
対
策
を
強
化
し
ま
し
た
。
安

全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】都
市
整
備
課
建
築
担
当（
役
場
行
政
棟
２
階 

☎
282
局
１
７
１
１ 

内
線
１
２
４
８
）

　
条
例
で
は「
所
有
者
」「
事
業
者
」「
村
民
」「
村
」が
、
そ
れ

ぞ
れ
果
た
す
べ
き
役
割
や
責
任
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
ま

所有者は…

▽空き家の適切な管理と
積極的な活用をしてく
ださい。
▽空き家に関するトラブ
ルは自主的に解決して
ください。

事業者は…
（不動産業･建設業等）

▽村が実施する空き家対
策に協力してください。
▽事業を通じて空き家の
活用や流通の促進に協
力してください。

村民は…

▽村が実施する空き家対
策に協力してください。

村は…

▽空き家対策を総合的か
つ計画的に実施します。

　
適
切
な
管
理
が
さ
れ
な
い
ま
ま
に
空
き
家
を
放
置
し
て

い
る
と
、
左
図
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

す
。
住
み
良
い
環
境
の
た
め
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

空
き
家
対
策
に
は
、
皆
さ
ん
の
協
力
が
必
要
で
す

空
き
家
を
放
置
し
て
い
る
と
…

10月１日施行10月１日施行

害虫の発生やごみ
の不法投棄による
衛生面の悪化

不審者の侵入、放火
などによる防犯性の
低下、近隣トラブル

樹木や草木の
繁茂による景
観の悪化

壁や門、塀、
建物の破損･

倒壊

条
例
の
ポ
イ
ン
ト
①

「
所
有
者
」「
事
業
者
」「
村
民
」「
村
」が
、
協
力
し
て
空
き
家
対
策
に
取
り
組
み
ま
す

「東海村空家等対策の推進に関する条例」「東海村空家等対策の推進に関する条例」を制定しましたを制定しました

～考えてみませんか？ 空き家のこれから～～考えてみませんか？ 空き家のこれから～
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空
き
家
を
所
有
す
る
方
は
、
定
期

的
に
建
物
や
そ
の
周
辺
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
住
む
予
定
の
な
い

空
き
家
等
を
相
続
し
た
と
き
は
、
専

門
家（
弁
護
士
や
司
法
書
士
、
建
築
士
、
不
動
産
会
社
等
）

に
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
る
な
ど
、
適
切
な
管
理
を
お
願
い

し
ま
す
。

　
空
き
家
問
題
は
、
誰
に
で
も
起
こ
り
得
る
身
近
な
問
題

で
す
。
今
住
ん
で
い
る
家
を
将
来
ど
う
す
る
の
か
、
日
頃

か
ら
考
え
た
り
、
家
族
で
話
し
合
っ
た
り
す
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い
る
空
き
家

の
う
ち
、
次
の
①
～
④
の
項
目
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
空
き
家
を「
特
定
空
家
等
」と
い
い
ま
す
。

　
行
政
に
よ
る「
助
言･

指
導
」「
勧
告
」「
命
令
」「
行
政
代
執

行
」等
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
従
わ
な
い
場
合
は
、
土
地

に
か
か
る
固
定
資
産
税
の
優
遇
措
置
が
適
用
さ
れ
な
く

な
っ
た
り
、
所
有
者
の
負
担
で
強
制
的
に
解
体
さ
れ
た
り

す
る（
行
政
代
執
行
）な
ど
、
所
有
者
に
と
っ
て
大
き
な
デ

メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
今
回
の「
東
海
村
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
条
例
」

で
は
、「
代
行
措
置
」と「
緊
急
安
全
措
置
」に
つ
い
て
規
定

し
て
い
ま
す
。

「
特
定
空
家
等
」と
は
…

「
特
定
空
家
等
」に
認
定
さ
れ
る
と
…

「
特
定
空
家
等
」の
判
断
基
準

①
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
倒
壊
等
、
著
し
く
危
険

と
な
る
恐
れ
の
あ
る
状
態

②
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
著
し
く
衛
生
上
有
害
と

な
る
恐
れ
の
あ
る
状
態

③
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、

著
し
く
景
観
を
損
な
っ
て
い
る
状
態

④
そ
の
他
、
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
を
図
る
た
め

に
、
放
置
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
状
態

特
定
空
家
等
の
所
有
者
等
は
、
村
に「
代
行
措
置
」を
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

対
象
▼
▽
村
か
ら「
特
定
空
家
等
」に
認
定
さ
れ
た
▽
村
か

ら
助
言･

指
導
、
勧
告
を
受
け
た
―
―
を
満
た
す
空
き

家
の
所
有
者
等

そ
の
他
▼
▽
身
体
が
不
自
由
で
あ
る
、
遠
方
に
住
ん
で

い
る
等
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
方
に
限
り
ま

す
。
▽
村
か
ら
命
令
を
受
け
た
場
合
は
申
し
出
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
▽
申
し
出
者
は
、
代
行
措
置
に
要
し

た
費
用
の
全
額
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

村
は
、
特
定
空
家
等
に
対
し
て「
緊
急
安
全
措
置（
落
下
し

た
屋
根
材
等
の
移
動
、
危
険
を
知
ら
せ
る
看
板
の
設
置
な

ど
）」を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

対
象
▼
▽
村
か
ら「
特
定
空
家
等
」に
認
定
さ
れ
た
▽
倒
壊

等
の
危
険
が
切
迫
し
、
村
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
に

被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
―
―
を
満
た
す

空
き
家
の
所
有
者
等

そ
の
他
▼
▽
所
有
者
等
が
自
ら
危
険
な
状
態
を
解
消
す

る
時
間
的
余
裕
が
な
い
場
合
に
限
り
ま
す
。
▽
所
有
者

等
は
、
緊
急
安
全
措
置
に
要
し
た
費
用
の
全
額
を
支
払

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　平成28年度の税制改正により、空
き家の発生を抑制するための特例措置
が創設されました。これは、相続また
は遺贈により取得した被相続人居住用
家屋（敷地等を含む）を、平成28年４
月１日から令和５年12月31日までに
譲渡し、一定の要件を満たしたときに、
譲渡所得の金額（上限３千万円）を控除
できる制度です。平成31年４月１日
以降の譲渡については、被相続人が相
続開始直前に老人ホーム等に入所して
いた場合も、一定の要件を満たせば適
用対象となります。要件など詳細は、
国土交通省または国税庁のホームペー
ジ（「空き家 3000万円控除」で検索）を
ご覧ください。
その他▼申告手続きの中で必要とな

る書類のうち、東海村に所在する家
屋の「被相続人居住用家屋等確認書」
は、都市整備課で交付します。
申し込み･問い合わせ▼都市整備課建

築担当（☎282-1711 内線1248） ※申
告手続きなどの相談は、国税局電話
相談センター等で受け付けますので、
太田税 務 署（☎0294-72-2171）へお
問い合わせください。なお、税務署
での相談は、事前予約が必要です。

被相続人の居住用財産を譲渡し
た場合の特例措置について

条
例
の
ポ
イ
ン
ト
②

適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
な
い「
特
定
空
家
等
」は
、
指
導
等
の
対
象
と
な
り
ま
す

空
き
家
の
管
理
は
所
有
者
の
責
任
で
す
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